
ウクライナ人道危機救援金の受付開始に伴う募金箱の設置及び駅頭募金活動に

ついて

１ 募金箱の設置

（１） 募金箱設置期間

令和４年３月 15 日（火）から令和４年４月 14 日（木）まで

（２） 募金箱設置場所

市内 13 箇所（11 施設）

① 市役所２階総合案内

② 市役所２階福祉保健部福祉政策課窓口

③ 市役所２階福祉保健部福祉総合相談窓口

④ 防災センター２階安心安全課窓口

⑤ 市民センター１階中央公民館窓口

⑥ 各地域センター窓口

⑦ ひだまりセンター窓口

⑧ 西河原公民館窓口

⑨ 狛江市社会福祉協議会窓口

⑩ こまえくぼ１２３４窓口

※鍵付きのため、毎日の回収はしません。

窓口終了後は事務室に保管していただく。

（３） 募金受付時間

平日 午前８時 30 分から午後５時 00 分まで

（４） 送金先

日本赤十字社

なお、市では個人からの物資の受付は行っておりません。

(５) その他

日本赤十字社では、直接振込での義援金の受付も行っています。

詳細は市のホームページに掲載しています。
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２ 駅頭募金活動の実施

当日は、狛江市のほか、狛江市赤十字奉仕団、狛江市民生児童委員協議会、

狛江市社会福祉協議会の協力を得て、新型コロナウイルス感染症拡大防止に

留意しつつ実施します。

（１） 実施日時 令和４年３月 18 日（金）午後４時から午後６時まで

（雨天決行）

（２） 実施場所 狛江駅


